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「ひかりん」の使用に際して 

 

 

● 使用許可申請 

ひかりんに関する著作権は、氷川町に属します。ひかりんを使用する場合は、事

前に使用許可申請が必要です。申請書様式は、町ホームページからダウンロード

できます。申請後に町から使用許可書が届けば、使用することができます。 

 

申請できる人 

町内外を問わず、どなたでも可能 

例外 

デザインを商品（加工品、農産物、広告物など）に使用する場合は、町内の事業

者に限る。（町外の事業者でも町内に事業所を有していれば可能） 

 

使用可能な期間 

デザイン：2 年以内 着ぐるみ：5 日以内 

※期間満了後に引き続き使用したい場合は、改めて申請書の提出が必要です。 

 

提出書類 

① ひかりん使用許可申請書（様式第 1 号） 

② 使用する商品等のデザイン見本、着ぐるみを使用するイベント内容が分かる

企画書 

※デザイン見本の提出が困難な場合は、写真など確認がとれるもの 

 

 

申請及び問合せ先 

〒869-4814 熊本県八代郡氷川町島地 642 番地 

氷川町役場 企画財政課 企画係 

TEL：0965-52-5850 FAX：0965-52-3939 

E-mail：kikaku@hikawa.kumamoto.jp 
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● 注意事項 

・デザイン色指定について 

ひかりんの表示色は、下記の指定色または単色とします。 
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・背景について 

背景色がひかりんの白地部分（顔）に入らないように注意してください。また、

基本的に白フチはつけませんが、背景に濃い色や画像を使用する必要があり、視

認性を著しく損なう場合は、例外としてデザインへの白フチ表現も可とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・著作権表示について 

デザインを使用する際は、著作権表示が必要です。以下パターンのいずれかを、

例のようにイラスト下部に表示させてください。商品等の形状やサイズによっ

て表示が困難な場合は、別途ご相談ください。 

 

〈パターン１〉         〈パターン２〉 

 

 

 

〈パターン３〉         〈パターン４〉 

 

 

 

 

使用例 

 

 

 

 

 

 

 

白地部分 

× △ 
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● 禁止事項 

ひかりんのデザインは利用可能なイラストをそのまま使うことし、デザイン及

びデータを無断で複製・改変・二次的使用するなどはしないでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひかりん 

変形する 何かを重ねる 色を変える 

何かを加える 背景色を顔に透かす 反転する 

分離する 一部を切除して転用する ふきだしをつける 

ひかりん 

だよ！ 
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利用可能なイラスト 

（１） （２） （３） 

   

（４） （５） （６） 

   

（７） （８） （９） 

 

  

（10） （11）  

  

 

 


